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部（同好会）活動の再開について 

 

 全国 10都道府県に発出されていた「緊急事態宣言」は、６月２０日（日）

に沖縄県を除く 9都道府県で解除された。岡山県では、６月１７日に「岡山県

リバウンド防止強化期間(６月２１日～７月２０日)」を定め、５つの「岡山ル

ール」及び「マスクコード」の遵守を県民に呼び掛けている。 

 

 ５つの「岡山ルール」は次のとおりです。 

①外出は、生活必需品の買い物を含めて感染拡大前から 5 割削減を 

②会食は、4 人以下 2 時間以内で家族や毎日顔を合わせている人たちと 

③引き続き３密回避を 

④感染拡大地域との往来を避け、移動後２週間は体調管理に気を付けて 

⑤１枚のマスクがあなたとあなたの大切な人を守る 

 「マスクコード」は次のとおりです。 

①話すときは「マスク快話」 

②食事の際は「マスク快食」 

③おうちでマスク（県外と往来した家族がいる場合は 2週間） 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い活動を中止していた部（同好会）活動を

「岡山県リバウンド防止強化期間」中で県民に呼び掛けている 5 つの「岡山ル

ール」と「マスクコード」を踏まえて、7 月 5 日（月）からの再開に向けた対応

指針を以下のように定める。 

 

１ 実施に当たって 

 〇学生本人の意向を尊重して、参加を強制しないこと。 

 〇部顧問は、実施状況を必ず確認できる体制を整えること。 

 〇発熱等の風邪症状がみられる学生は、参加しないことを徹底すること。 

  また、活動前に各学科で実施している健康チェック表を確認すること。 

 〇熱中症予防に努めるとともに、その対応についても正確かつ迅速に行うこ

と。 
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 〇別添「部活動再開のチェック項目」を遵守するとともに、次の留意事項にお

いて感染拡大防止対策が困難な場合は、活動を見合わせること。 

 

２ 留意事項 

 「３つの密」を徹底的に避けること。※３密の内の一つ一つの条件が発生しな

いよう配慮することが必要。 

 

（１）活動場所について 

 〇可能な限り、屋外で実施すること。 

 〇屋内（体育館、和室、音楽室や教室等）で実施する場合の換気は、気候上可

能な限り常時、可能であれば２方向の窓を同時に開けて行うこと。休憩時間

等は、その都度全ての窓を全開して換気に努めること。 

 

（２）活動内容について 

 〇部活動中止期間において、運動不足となっている学生もいると考えられる

ため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避

けるなど、怪我防止には十分留意すること。 

 〇次のような活動は、当分の間、密集せずに距離を取って行う活動に変えるな

どの工夫をすること。 

  ・密集する活動 

  ・近距離で接触する場面が多い活動 

  ・向かい合って発声したりする活動 

  （例）・大人数で密集する活動を避け、小グループやパートごとの練習を行

うなどその方法を工夫する。 

・近距離で接触する場面を避けて、手の届かない距離で個人練習をす

るなどの工夫をする。 

・向かい合っての発声や演奏などの活動を避けて、人がいる方向に口

が向かないように努める。 

 

（３）用具・器具等の共用について 

 〇用具等の共用による接触感染が発生していることから、用具・器具等の共用

は可能な限り避けること。共用（ボール等）を避けることが困難な場合は、

使用後手洗いを徹底すること。 

 〇活動で使用する用具等は、使用前に消毒を行うとともに、学生間で不必要な

使い回しをしないこと。 
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（４）マスクの着用について  

 〇通常はマスクを着用すること。 

 〇身体に過度な負担が想定されるような運動をする場合には、熱中症等事故

の防止の観点を踏まえ、状況に応じマスクをしない活動を容認するが、その

場合であっても、距離を保ち、３つの密を徹底的に避けるなど感染防止対策

に万全を期すこと。 

 

（５）手洗いについて 

 〇様々な場所にウイルスが付着している可能性があるため、流水と石鹸で丁

寧に手洗いすること。 

 （例）・活動の前後と休憩時間  ・活動場所を移動する際  ・用具・器具

等を共用した場合 

 

（６）その他 

 〇部室や更衣室の利用については、短時間の利用や少人数での使用などに努め

ること。（部室や更衣室はその機能上密閉空間と言って良い。利用の際は少

人数で人と人との間隔を十分確保し、おしゃべりをせずマスクを着用の上、

短時間ですませること。また、部室等での部のミーティングは厳禁とする。） 

  ミーティングが必要な場合は、部顧問に連絡の上、学生部に相談して使用教

室等を決定し、施設使用願を提出すること。 

 

３ 部員同士の飲食等 

 〇新入生歓迎コンパや部員同士の飲食等は厳禁 

  ・新型コロナウイルス感染症発生源として、若者の仲間同士の会食が原因と

して報告されていることから、新入生を含めてのコンパや部員同士の飲

食（飲み会）は、当分の間、厳禁とする。 

 

   

   

 


